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１．研 究 期 間 

 

１―１ 年間スケジュール ※詳細は各研究課題の『公募要領』をご確認ください。 

             ※各申請書、報告書は電子媒体にて書類を作成してください。 

★印は提出が必要です。 

 

公募申請 前年度７月～９月 ★「研究計画調書」 

 ↓                            （研究課題ごとに設定） 

審査結果通知 2 月～6 月 ＊「採択」の場合、研究の準備が可能。 

↓               但し、必要な契約の締結や費用の支出 

↓               は「交付内定」後（4 月以降）に実施。 

交付内定 4 月～６月 交付申請手続・研究開始 

 ↓ ★【補助金分】「交付申請書・交付請求書」＊毎年申請が必要 

↓ ★【基金分】「交付申請書・支払請求書」＊交付申請は初年度のみ、支払請求は毎年申請 

↓                  （2 年度目以降は、前年度 2 月頃に申請） 
 ↓  

交付決定 交付申請書提出締切日から約１ヶ月後に研究機関宛に受理通知 

 ↓ 

↓ 

↓   研究費の受領（ルールに則った使用の遵守） 

 ↓   研究費の管理は所属研究機関（機関管理） 

 ↓    ＊研究費の執行状況について随時内部監査・中間使用報告（ヒアリング）を実施 

 ↓    

      ↓    

 ↓    

 ↓ 

実績報告 翌年度５月３１日 

↓ ★【補助金】「実績報告書」＊各年度終了後 

↓ ★【基金】「実施状況報告書」＊最終年度以外の各年度（最終年度は「実績報告書」） 

 ↓ 

 ↓ 全研究期間が終了した場合  

研究成果報告 ６月３０日 ★「研究成果報告書」＊提出は電子媒体のみ 

                   

○ 公募要領・計画調書・ハンドブック等は、下記のホームページよりダウンロードしてご使用 

ください。 

文部科学省   https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm 

日本学術振興会  https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 
 

○ 学内申請書類は、大学ウェブサイトより「物品購入申請書」以外の申請様式がダウンロード 

できます。（https://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/research/kakenhi/aid.html） 

※「大阪芸大 科研費」検索でも OK。 

※研究費の執行（支出）には、科研費の種目（補助金または基金）や、支

出する内容に応じて手続きの期日を設定しています。次頁（「1-5 購入・

支払手続きの期日」）を参照の上、計画的に研究を進めてください。 

研究費が研究機関に送金される時期 
【補助金】毎年 7 月中旬／【基金】採択年 7 月中旬、研究期間中 毎年 4 月中旬 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
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１―２ 応募資格 

「研究代表者」「研究分担者」「研究協力者」になることができるのは、本学に常勤として採用され

ている場合（教授・准教授・専任講師［いずれも特任を含む］、助手、嘱託助手）に限ります。研究

分担者になることを承諾している研究者は、予め日本学術振興会の電子申請システムにて自身の研

究分担者の承諾を行うとともに、所属する研究機関の承諾を得る必要があります。 

１－３ 研究倫理教育の受講について 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、コンプライ

アンス教育（研究倫理教育）の受講が義務付けられています。本学では、一般財団法人公正研究推

進協会の「APRIN ｅラーニングプログラム」を採用し、専任教員・公的研究費担当事務職員・大

学院生は当該プログラムを受講（修了）することとなっています。研究活動に参画する研究代表者・

研究分担者は、必ず交付申請前までに受講し修了してください。 

１―４ 科研費の執行開始時期について 

科研費の交付が内定した時点で執行を開始できます。物品・図書の購入や出張他、「公的研究費 

使用のルール」（本書）の案内に従って進めてください。（研究分担者分については、研究代表者の 

所属機関から分担金が本学に配分されるまでは、執行することはできません。） 

１―５ 購入・支払手続きの期日 

科研費の執行（支出）にあたっては、原則として事前の申請にもとづく学長決裁を得なければなり

ません。このため、各支出における申請の期日について、以下のとおり設定しています。 

○機器備品 及び 間接経費…１月末日までに購入申請書を提出

○図書…1 月末日までに支払い及び図書登録完了

○消耗品・雑誌費・その他経費

・補助金 及び 基金（研究期間最終年度）…１月末日までに購入申請書を提出

・基金（研究期間中途）…特に定めはありません。

○旅費・謝金

・補助金 及び 基金（研究期間最終年度）…２月末日までに申請書を提出

・基金（研究期間中途）…特に定めはありません。

※ やむをえない事情により、期日を過ぎて支出を要する場合は、庶務課、通教事務室、短大事

務室、若しくは総務課にご相談ください。

※ 手続き（学長決裁が必要）に時間を要するため、申請等は余裕をもって提出してください。

※ 申請が年度末に集中することのないよう、計画的な使用をお願いします。
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２. 科研費（直接経費）の使用について

２―１ 使用できる経費 

○ 物品費…P.６（3-1）参照

物品を購入するための経費

設備備品費（1 個または 1 組が１０万円以上のもの）、図書費（図書資料、視聴覚資料・楽譜など）、

消耗品費（１個または１組が１０万円未満のもの）、雑誌費

○ 旅費…P.７～９（3-2）参照

国内旅費（塚本学院旅費規程に基づく旅費）、海外旅費（支度金の支給なし）

○ 謝金…P.１０～１２（3-3）参照

研究への協力（資料整理・翻訳・校閲・専門的知識の提供・資料収集など）

○ その他…P.1３（3-4）参照

上記以外の経費

印刷・複写・現像・プリント費、通信運搬費、会議費（アルコールを除く）、研究成果発表費、

学会等参加費（発表を行なう場合のみ）、登録料、レンタル料、機器修理費など

２―２ 使用できない経費 

① 交付申請書記載の研究目的以外のものや研究と直接関係のないものの購入

② 合算使用

「科研費」と使用目的（使途）が定められている「他の経費」を混ぜた購入。

（出張等、他の研究と合わせて申請すること、抱き合わせ申請は不可）

ただし、科研費とそれ以外の使用を明確に区別でき、かつ支払いを分けられる場合は可。

③ 建物などの施設に関する経費（科研費で購入した物品の据付費を除く）

④ 研究機関で通常備えが必要な備品を購入するための経費

（ただし、補助事業遂行上必要とし、専ら使用するものは購入可能）

⑤ 調査研究中に発生した事故・災害の処理のための経費（保険や補償に係る使用も不可）

⑥ 雇用関係が生じるような月極めの給与他各種手当て（本学のルール）
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３． 費目ごとの使用できる内容 

 

３―１ 物品費…物品を購入するための経費 

 

設備備品費・図書費 

1 個または 1 組の価格が１０万円以上の物品（機器備品）※、視聴覚資料・楽譜などを含む図書資

料（価格にかかわらず）。※パソコンは金額にかかわらず機器備品として扱う。 

機器備品・図書資料は研究機関に帰属する備品として扱いますので、購入後直ちに本学に譲渡（登

録および受贈）してください。庶務課（短大は各学舎事務室）で備品登録（図書館で図書登録）した

後に貸し出します。研究終了後は本学に返却してください。 

 

機器備品の購入…X-point で「物品購入申請書」（科研費使用分と明記）を作成の上、原本を庶務課（短

大は各学舎事務室）に提出してください。所属長印は必要ありません。 

図書資料の購入…「購入希望資料申込書（科研費使用分と明記）」に記入の上、図書館に提出してくだ

さい。※書店ウェブサイトから図書の購入申請が可能です。図書館経由で研究者の会

員 ID とパスワード申請を行いますので、利用される場合は図書館にご相談ください。 

☆いずれも通教所属教員は通教事務室に提出してください。 

機器備品の購入は庶務課（短大は各学舎事務室）、図書資料の購入は図書館で発注から受取りまでを

担当します。（所属機関の検収義務） 

 

消耗品費・雑誌費 

価格が１０万円未満の当該研究を遂行するために必要な消耗品及び新聞雑誌。 

（購入価格が５万円以上１０万円未満の物品は教育消耗備品として取扱い、本学に譲渡）＊ 

※ 研究依頼・調査などに持参する「手土産代」は支出できません。 

※ 消耗品の購入も、X-point で「物品購入申請書」（科研費使用分と明記）を作成の上、庶務課☆に提出

してください。所属長印は必要ありません。 ☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室 

 

事務局で発注から受取りまでを担当します。（所属機関の検収義務） 

 

  

やむをえない理由により研究者発注を行った場合は、必ず理由書を提出し、物品は庶務課

（短大は各学舎事務室）、図書資料は図書館で納品検査・検収を受けてください。 
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３―２ 旅費 

 

○ 出張伺・出張旅費請求書 

出張前に「出張伺・出張旅費請求書」を提示し、所属長の承認印を得て、教務課☆に提出してくだ

さい（学事日程を優先する必要性から事務局と調整するため、提出は出張日の 1 ヶ月前まで）。 

出張者が他機関所属の場合は、予め出張依頼書を先方へ送付し、出張許可（命令）書を受取る必要

がありますので、事前に総務課へご相談ください。 ☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室 

※ 支払い先が旅行代理店の場合は、請求書を添付してください。本学から直接旅行代理店へ支払

います。 

 

○ 出張報告・精算書 

出張後は「出張報告・精算書」を提出してください。申請額より過不足が生じた経費に対しての精

算もこの時点で行います。「出張報告・精算書」には、出張内容について詳しく記入するとともに、

出張の事実が確認できる資料を添付してください。 

資料例：交通機関の領収書、学会参加などのプログラム（氏名記載のあるもの）、学会参加証、 

図書館・博物館などの入館証、宿泊先の領収書、レンタル（レンタカー）料金の領収書 

（詳細添付）など。 

 

＊出張申請に伴う留意点＊ 

① 旅費の起点は住所からとします。（大学等勤務後の出張の場合は、勤務地から） 

② 支度金・旅行傷害保険等は支出できません。 

③ 研究協力者が大学院生や教員等の場合、必ず研究協力者の所属長の許可を得てください。 

④ 学会への参加は、学会で発表する場合は「成果発表」、調査や情報収集を目的とする場合は「調査」、

「情報収集」など、その用務を区別して計上してください。 

⑤ 学会で「発表」する場合は、旅費とは別に、参加費を請求できます。（P13 3-4 表 4 参照） 

※ 研究遂行上の責任者は、研究代表者と研究分担者であることから、学会での発表者が研究協力

者のみの場合、参加費の支払いはできません。 

※ 費目は「その他」になります。発表の事実が分かるものを添付の上、物品購入申請書で申請し

てください。 

⑥ 科研費に係る出張に、それ以外の出張を含まないでください。ただし、用務内容に応じて別々に

契約・支払いをする場合は可能です。（P5 2-2 ②参照） 

⑦ レンタカー使用の際は理由書が必要です（レンタカー使用に相当する理由があるかどうか）。 
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国内旅費 運賃＋宿泊費＋希望により日当（表１） 

研究代表者・研究分担者（他機関所属で研究分担金を配分した場合を除く）・研究協力者の別を問わず、

「塚本学院教職員旅費規程」に準じ、最も経済的で妥当な経路および方法により、出張した場合の旅費

とします。運賃の他、特急料金・急行料金については、片道 60 キロメートル以上の場合に支出できま

す。 

 

※ 旅費規程では学科長クラスの宿泊料・日当の増額・グリーン車使用及び教授クラスのグリーン車使用

が認められていますが、本学のルールにおいて表１の通りとします。 

※ 宿泊料は、表１の金額を上限として、原則、領収書をもって実費精算とします。 

※ 日当には出張先地区内での交通費を含みます。これらを別途支給することはできません。 

※ 日当の支給を希望する場合、「出張伺」の日当希望“有”を選択の上、日数を記載してください。日当

希望の有/無について記載がない場合は、日当不要と判断します。（日当不要の場合、現地交通費実費

精算は可能ですが日当額を上限とします） 

※ 日当は、南―和歌山市・東―奈良市・北―大津市・西―明石市を越える地域に出張する場合に支出で

きます。 

※ 民間の研究者は「准教授・講師クラス」に準じます。 

 

表１－支給基準（教職員旅費規程より抜粋。科研費用に一部変更あり） 

区 分 

鉄  道  

汽  船  乗車賃  宿泊料 
（シングル・素泊まり） 

日 当 

特 急 券  
（ 6 0 ㎞ 以 上 ）  

グリーン 甲   乙 
（宿泊あり）  （宿泊なし） 

教 授 可  不可  １等  実費 
12,000 円 

（上限） 

甲 3,000 円 

乙 1,500 円 

准教授・講師 

（民間の研究者） 
可  不可  ２等  実費 

12,000 円 

（上限） 

甲 2,600 円 

乙 1,300 円 

助手・助教・ 

院生等 
可  不可  ２等  実費 

11,000 円 

（上限） 

甲 2,600 円 

乙 1,300 円 
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海外旅費 運賃＋宿泊費＋希望により日当（表２） 

研究代表者・研究分担者（他機関所属で研究分担金を配分した場合を除く）の別を問わず、本学のル

ールに準じます。出張終了後は、「出張報告・精算書」に出張の事実が確認できる証拠書類を添付し、

提出してください。（国内旅費と同様） 

※ 「研究協力者」には原則として支出しません。研究の遂行上、「研究協力者」の海外出張を必要とす

る場合は、事前に総務課へご相談ください。

表２－支給基準（科研費用に一部変更あり） 

区 分 内 容 

運 賃 

研究者が日本を出国する地点から、再び日本へ入国する地点までの運賃。 

他の研究者が現地において参加する場合は、当該研究者の運賃。 

航空、船舶、鉄道運賃等の経費は、原則として経済的経路による通常運賃を支

出します。また、運賃の他に、特急料金、急行料金等を必要とする場合には当

該料金を支出します。 

宿泊料 

宿泊料は地域、研究者の職種を問わず、1 日につき上限 30,000 円（シング

ル・素泊）、海外招聘の場合は 1 日につき上限 20,000 円とし、上限額以下

で実費精算とします。 

日 当 

日当は地域を問わず、職種ごとに下記を上限とします。 

教授・准教授 ･･････････････････7,200 円 

准教授（民間研究者）・講師･･････6,500 円 

助手・助教・大学院生 ･･････････5,300 円 

※ 日本を出発した日、及び、到着した日の日当の額は 4,500 円とします。

雑 費 
予防接種、旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税の実費等を支出

できます。なお、外国在住の研究協力者に係るものは支給できません。 

日本円換算の際のレートについて 

現地現金払い等でレートを示した明細がない場合、精算書にレートと根拠を記載してください。 

クレジットカードを利用した場合は利用明細書にレートが記載されていますので、精算書に添付して

ください（利用明細書は写しで可。不要な部分は黒塗りなどで隠していただいて結構です）。 
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３―３ 謝 金（表３） 

○ 謝金の対象

研究代表者・研究分担者・研究協力者及び家族・親族、本学院の教職員・副手等（専任・非常勤問

わず）本学院と雇用関係にある者に、謝金を支出することはできません。

大学院生・学生を従事させる場合には、事前に業務内容の説明とあわせて、「研究倫理規程」「研究

活動行動規範」を説明し、本学の研究費使用のルールを周知した上で、本人及び所属長の許可を得

るとともに、本来の業務・授業に差し障りのないよう配慮してください。なお、事故等が発生した

場合の責任は依頼した研究者にあることを留意してください。

○ 交通費

交通費が必要な場合は、本学関係者の場合、通勤日、授業日を確認すると共に、通勤手当・通学定

期と重複しないようにしてください。なお、交通費も課税対象となります。

○ 源泉税

謝金には、金額により源泉税 10.21％（日本国内居住が 1 年未満の外国人は 20.42％）がかかり

ます。また、商品券及び金券を謝礼として渡す場合も謝金扱いとなり、現金同様に源泉税がかかり

ますので、ご注意ください。

※品物を謝礼として渡す場合は、消耗品費となります。物品購入申請書に相手の氏名、または機関

名、協力内容を記入して提出してください。（単に手土産として持参するものは支出対象外）

○ 支払方法

支払方法は、原則として本学から従事者へ事後振込となります。「謝金支払依頼書」を作成し、教

務課☆に提出してください。所属長印は必要ありません。やむをえず、直接現金を手渡して支給す

る場合は、「謝金受取書」を必ず受け取り、支給後直ちに教務課☆に提出してください。

※事前払いについては総務課に要相談 ☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室

また、平成２８年１月よりマイナンバー制度が開始されました。個人謝金については、同一人に対

する謝金・報酬・交通費の年間支払合計額（※）が 5 万円を超える場合に適用となりますのでご注

意ください。該当する場合は、取り扱いに関する規定に従い、 ○マイナンバーについて（P.12） 

をご参照の上、支払先から個人番号（マイナンバー）及び関係書類の写しを受け取り、提出してく

ださい。 

※年間支払合計額とは、１月～１２月の 1 年間（「年度」ではない）の源泉税込みの謝金計上額の合計です。
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謝金計上額（税込） 
（謝金支払依頼書・受取書に記入する金額） 

〔謝金支払いに対する提出書類〕 

1. 「謝金支払依頼書」※研究者立替の場合は「謝金受取書」も添付すること 

2. 個人番号及び関係書類の写し（Ａ～Ｃのいずれか）※年間支払合計額が 5 万円を超える場合のみ必要 
 

A） 個人カードのコピー（表面と裏面） 

 
B） 通知カードのコピー ＋ 顔写真入りの証明書のコピー 

(番号付住民票でも可)    (運転免許証、パスポート等) 
 
C） 通知カードのコピー ＋ 顔写真の入らない 2 種類の公的証明書 

(番号付住民票でも可)    (健康保険証、年金手帳等) 
 

表３－支給基準 

区 分 内 容 支給基準（源泉税込み） 

研究補助 
資料整理、データ入力、簡単な

実験補助などの研究補助 

本学規程による目安 

1 時間あたり 学生 1,050 円 

一般 1,100 円 

通訳・翻訳 

時給で算出することのできない

出来高払いの謝金。専門業者に

委託する場合、費目は「その他」

(物品購入申請書を使用) 

翻訳：日本語 400 字あたり 

   4,800 円（所得税を源泉徴収する） 

校閲：外国語 300 字あたり 

   2,600 円（所得税を源泉徴収する） 

専門的知識の

提供 

研究に必要な専門知識の提供を

受ける場合の謝金 

助言：20,000 円（所得税を源泉徴収する） 

通訳：30,000 円（所得税を源泉徴収する） 

聞き取り調査など： 

1 時間あたり 2,500 円 

 

 

謝金手取り額・謝金受取書金額及び源泉税の計算例 
 

         手取り額                        源泉税額１０.２１％ 
   

￥10,000 の場合     10,000÷0.8979＝11,137     （￥1,137） 

￥ 8,979 〃       8,979÷0.8979＝10,000     （￥1,021） 
※１円未満は切り捨てます。 

 

  

従って、計算例の場合、謝金受取書金額は上記の下線金額となります。 

 
※ 本学では雇用契約を必要とする謝金は認めていません。（単発のアルバイトのみ） 

※ 従事する時間は 1 日につき 8 時間を越えないようにしてください。また、6 時間を越える場合は、

必ず 45 分以上の休憩を取ってください。従事時間は休憩時間を除いた実労働時間とします。 

※ 本学から作業従事者へ直接、勤務の確認を行います。（勤務事実がない「カラ謝金」防止） 

※ 12 月末日までの謝金受領者宛に、翌年 2 月頃、学院より確定申告用の支払調書を発行し郵送します。

謝金の発生と報告は年末を越えないよう注意してください。 

 （研究期間 1 月～2 月末日に発生した謝金に対しては、翌年の 2 月頃の通知となります） 
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○ マイナンバーについて 
 

同一人に対する謝金・報酬・交通費の年間支払合計額が 5 万円を超える場合に適用となります。 

この場合には、支払いを受ける相手方（従事者）から、マイナンバー関係書類（個人番号及び関係

書類の写し）の提供を受けてください。（以下、提供の依頼手順（参考）） 
 

① 先方に「個人番号提出のお願い」をお渡しください。 

② 先方より「個人番号及び関係書類の写し」を受け取り、必要書類が揃っているか確認後、「個

人番号及び関係書類の写し」を封筒等に入れ、人目に触れない状態にして、「謝金支払依頼書」

に添付し教務課☆へ提出してください。 ☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室 

③ 承認後、経理課より従事者へ謝金を支払います。 

 

提出いただいた「個人番号及び関係書類の写し」は、経理課にて税務署へ提出する支払調書作成時に

使用します。マイナンバーに関する書類及び様式は、提出書類様式・ルールブック等と同様に大阪芸

術大学ホームページよりダウンロードしてご使用ください。 

 
例１） Ａ氏に令和 5 年５月及び６月に謝金を支払っていたが、９月にも業務依頼をし、通年の

支払いが５万円を超えることになった場合。 
 

令和 5 年５月 Ａ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 22,274 円 

令和 5 年６月 Ａ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 22,274 円 

 ６月の時点では、合計 44,548 円なので個人番号（マイナンバー）は収集しない 

令和 5 年９月 Ａ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 22,274 円 

 ９月の業務依頼の段階で合計 66,822 円となり５万円を超えるので、個人番号
（マイナンバー）を収集し、謝金支払依頼書とともに提出する 

 

例２） 令和 5 年度直接経費でＢ氏に令和 5 年１０月及び１１月に業務を依頼し謝金が発生し
たが、Ｂ氏には前年度の令和 4 年度直接経費でも令和 5 年１月に謝金を支払っていた
場合。 

 

令和 4 年度直接経費 令和 5 年 １月 Ｂ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 11,137 円 

令和 5 年度直接経費 令和 5 年１０月 Ｂ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 22,274 円 

令和 5 年度直接経費 令和 5 年１１月 Ｂ氏に業務依頼 謝金受取書金額（税込） 22,274 円 

令和 5 年１月～１２月までに支払った合計額  55,685 円 

 令和 4 年度分は精算済みであるが、同一人への年間支払金額が５万円を超えるので、１１月の
業務依頼の段階で個人番号（マイナンバー）を収集し、謝金支払依頼書とともに提出する 

 

【個人番号（マイナンバー）に関する注意】 

・ 「個人番号及び関係書類の写し」の取り扱いには十分ご注意ください。（控えを取らないでください） 

・ 「謝金支払依頼書」、「謝金受取書」には個人番号を記入する必要はありません。 

・ 必要な「個人番号及び関係書類の写し」が揃っていなければ、原則、謝金をお支払いできません。 

・ 謝金、報酬、交通費の年間支払合計額が 5 万円以下の場合は、「個人番号及び関係書類の写し」は必

要ありません。 
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３―４ その他･･･前述のいずれの費目にも該当しない経費（表４） 
 

「物品購入申請書」（科研費使用分と明記）を作成の上、庶務課☆に提出してください。 

所属長印は必要ありません。 ☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室 

 

表４ 

印刷・複写費 
資料複写、報告書・論文等の別刷・製本代など。 

※ 別刷・製本代の場合は、証拠資料として 1 部事務局に提出してください。 

運搬費 
郵送料・宅配料 

※ 公私の判断が難しいインターネット使用料・電話料等の通信費は除く。 

会議費 

科研費の研究課題を遂行するための具体的な計画、あるいは成果をまとめるために 

必要となる「会議」や「打合せ」などに要する経費。対象は会場借り上げ料、茶菓子

代、飲物代（アルコールを除く）、食事代（お茶を含め 1 人あたり 1,200 円を上限と

する） 

※ 支払申請書に、会議日時、開催場所、出席者、会議内容を記した「議事要旨」 

を必ず提出してください。 

※ 懇親会的な性格の打合せに要する経費は、支出できません。 

機器修理費用 
本学の設備備品であって、研究の遂行に必要なものに限ります。 

※ 私物の修理費用は支出できません。 

学会参加費等 

科研費の研究課題に直接関連のある学会誌・学術雑誌等における論文の投稿料、学会

または研究会などで「成果発表」を行う場合の参加費を支出することができます。 

※ 学会の年会費は、支出できません。 

※ 情報収集のための学会参加の場合や、発表者が研究協力者のみ 

の場合も参加費は支出できません。 

※ 証拠書類として、氏名が記載された投稿誌の目次、学会発表要旨集、パンフ 

レット（写し可）などを提出してください。 

学会先で、論文誌等を冊子・データで購入する場合 

電子書籍等 

データベース使用料、電子書籍、サブスクリプション方式のサービス費用（ソフトウ

ェアのライセンス使用料等） 

※  ソフトウェアのライセンス費用や電子書籍等のサブスクリプション方式のサ

ービス費用は、当該研究期間（補助事業期間）において利用が必要となる最

小期間での契約（支出）を原則とします。（当該サービスの購入にあたり月

額プランの設定がない場合（最小の支払い単位が 1 年単位の場合）のみ、1

年単位での支出を可とします。）なお、これらの費用を支出した場合には証

拠書類として、「当該サービスが利用可能になったことが確認できる資料」

（メーカーからのライセンス利用に係る通知書や、コンテンツのダウンロー

ドの状況、契約期間、利用履歴がわかるもの（画面コピー等））を提出して

ください。 
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４. 発 注 ・ 納 品 検 収

４―１ 調達方法  原則として、事務局発注・事務局受取とします。 

○ 設備備品、消耗品を購入する場合

研究者は「物品購入申請書」（科研費使用分と明記）を作成し、庶務課☆に提出してください。

☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室

○ 図書資料（視聴覚資料、楽譜含む）を購入する場合

研究者は「購入希望資料申込書（科研費使用分と明記）」を作成し、図書館に提出してください。

※書店ウェブサイトから図書の購入申請を行うことが可能です。図書館経由で研究者の会員 ID とパス
ワード申請を行いますので、利用される場合は図書館にご相談ください。

購入申請の承認後に、庶務課（短大は各学舎事務室）または図書館の担当者が発注、納品検収及び譲渡

（登録・受贈）手続きを行った後、物品を研究者にお渡しします。 

※ 入手希望日等がある場合、物品購入申請書に明記の上、提出してください。

※ 学内手渡しを基本としますが、自宅など学外への発送を希望する場合は「物品購入申請書」または「購

入希望資料申込書（科研費用）」にその旨記入してください。

※ やむをえない事情により研究者発注をする場合は、物品購入申請書に理由書を添付し、提出してくだ

さい。研究者発注をする場合も、納品先は庶務課（短大は各学舎事務室）、図書資料の場合は図書館

を指定してください。納品検収を行った後、研究者にお渡しします。

※ 決裁前に発注した場合も、理由書が必要です。

４―２ 納品検査 

  業者への預け金およびプール金などの不正行為を防止するため、納品検査（検収）が義務付けられて

います。業者が研究者（発注者）に納品する前に、庶務課（短大は各学舎事務室）が納品物を確認し、

検収印を押印します。なお、納品検査対象物品（機器備品・図書・消耗品）について検収が行われて

いない場合は、代金の支払いは行えません。 

※ 事務局発注、研究者発注とも事務局担当者による納品検収が必要ですが、相当の理由がある場合、研

究者の受取を認めます。この場合、物品購入申請書に理由書を添付して教務課☆担当者まで提出して

ください。図書は図書館に理由書を提出してください。

※ 研究者が物品を受け取った後、納品日から２週間以内に現品（または写真等その形状が確認できるも

の）及び納品書を庶務課☆へ持参して検収を行ってください。長期休暇や出張期間を挟むなどの理由

で、２週間以内の検収が不可能な場合は、予め庶務課☆に相談してください。

☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室

手続きには期限があります。 

P4「1-5 購入・支払手続きの期日」をご確認ください。 
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４―３ 支払申請方法 

  補助金の管理、支出の手続きを研究機関が行う必要があるため、業者への後日振込による支払いを

原則とします。 

① 「見積書」（「物品購入申請書」に添付）

② 「納品書」

③ 「請求書」（品名・型番・数量・単価・金額等の明細があることを確認）

  以上、３点の宛名は全て「大阪芸術大学（大阪芸術大学短期大学部）研究代表者、または 

研究分担者○○○○」としてください。※提出書類（証拠書類）書式は業者独自のもので可。 

  研究者は支払申請書を作成の上、証拠書類とあわせて庶務課☆担当者に提出してください。 

☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室

学長決裁を経た後、経理課が支払処理を行います。 

４―４ 立替払いについて 

  科研費は、使用のルールにおいて、その管理を研究者に代わり、研究機関が行うこととされていま

す。研究代表者または研究分担者から提出された申請書について、当該研究に必要なものかを、適正

に判断した後に支出手続きを行うことが必要になります。立替払いのように、領収書のみで支出する

ことは、単に精算しているに過ぎず、研究機関として管理業務を行っていることにならないため、

「立替払い」は、原則として認められません。「旅費」や「郵便切手」等のように請求書の調達が困

難なものを除き、支払先が発行する納品書・請求書が提出された後、それに基づき支払うことが原則

となります。 

  ＊「立替払い」がやむを得ないと判断される例＊ 

 出張先での「文献複写」や博物館・神社仏閣などの「入館（拝観）料」の支払い

 クレジットカードでの支払いに限定されている場合、物品代金の後日支払いができない場合

（本学指定業者以外の業者など）

＜立替払いの際の提出書類（物品購入申請書に添付）＞ 

① 立替理由書（様式自由）必須

② 領収書（購入済の場合）※原則として、レシートは不可

領収書には、領収印または社印があるもの。宛名は学校名及び研究者名で、品名・型番・数量・

単価・金額等の明細が明記されているもの。

手続きには期限があります。 

P4「1-5 購入・支払手続きの期日」をご確認ください。 
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４―５ クレジットカードの利用について 

  クレジットカードによる支払いは、立替払いの一種とみなし得るため、無制限に認められるものでは

ありませんが、研究代表者・研究分担者に限り、次の場合に認めています。 

・ 調査研究などで外国に出張する際、多額の現金を持ち歩くことができない場合

・ 海外での研究遂行に要する経費（国際会議への参加、海外の学術雑誌への投稿料など）で、

クレジットカードによる支払いが一般化しているもの）

・ インターネット限定の物品などを購入する際、クレジットカードによる支払いが必須となってい

る場合

＜提出書類＞ 

① 領収書が提出できる場合は、「立替払い」に準じます。

② 領収書が提出できない場合は、「カード利用明細書（本人）」と「購入した物品と支払金額の根

拠が記載され、明細の判る書類（レシート）など」の双方。

・インターネットの場合は、画面をプリントしたもの。

・「カード利用明細書」は写しで可。不要な部分は黒塗りなどで隠していただいて結構です。

  ＜留意事項＞ 

※ 名義・引落し口座とも、研究代表者・研究分担者本人のものであること。

※ 支払い方法は、１回払いであること。

※ ２月・３月に海外などへ出張し、現地でクレジットカードを使用した場合、カード会社からの

請求が数ヵ月後となり、口座引落しが翌年度になるため注意してください。

５． 間 接 経 費･･･研究機関に配分される経費（直接経費の３０％） 

研究環境や研究機関全体の向上に値すると本学が判断するものに限り、研究代表者および研究分担

者が、間接経費配分額の 50％を上限として使用することを認めます。 

＊ 間接経費の使用を希望する場合、物品購入申請時に「科研費間接経費使用分」と明記し、必要

事項を詳細に記入の上、所属長の承認印を得て庶務課☆に提出してください。（購入・支払手続

きの期日については、直接経費（P.4「1-5」）の案内に準じます。） 
☆通教所属教員は通教事務室、短大は各学舎事務室

＜参考：日本学術振興会科研費ハンドブックより抜粋＞ 

☆ 間接経費は、科研費の交付を受ける研究者が所属する「研究機関」のための経費です。

☆ 特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的研究、若手研究、研究活動スタート支援などに対し、

直接経費の 30％相当額が所属機関に配分されます。

☆ 間接経費は、研究機関の長が「補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費」であると判断すれば、

研究機関において幅広い用途に使用できます。

＜間接経費の使用例＞ 

・人件費・設備の共用のための技術職員の配置、共用施設の整備 ・施設費（整備費、管理費など）

・設備費（購入費、運用経費など） ・図書館費 ・共用して使用するコピー、プリンタなどの消耗品

・研究の広報活動費 ・競争的資金に関する管理事務の必要経費 ・特許出願費用、弁理士費用、審査請求費用

間接経費は、本学の会計上のルールとして、配分を受けた年度毎に決算処理を行うため、未使用分

を翌年度に繰り越して使用することはできません。（但し、研究計画の変更により、研究期間の延

長や前倒しが生じた場合には、研究者の申請により翌年度の繰り越し使用が認められる場合があり

ます。繰り越し使用を希望する場合には、2 月末までに総務課まで申し出てください。） 
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６． 研 究 計 画 の 変 更 

研究の進展に応じ、次のような変更を行えます。ただし、研究課題名や研究の目的は変更できません。 

６―１ 手続きが不要な変更事項 

① 経費の使用内訳の変更

交付申請書に記載した各費目（物品費、旅費、謝金、その他）のそれぞれについて、直接経費の

総額の 50％（この額が 300 万円未満の場合は、300 万円まで）の範囲内で、自由に変更可能。

② 交付申請書に記載された次の事項の変更

・ 役割分担など

・ 本年度の研究実施計画

・ 主要な物品（設備備品）の内訳

・ 直接経費（分担金の研究者別内訳）の分担金額の変更

※ 分担金を新たに発生させたり、取りやめたりする場合は、所定の手続きが必要

6―２ 手続きが必要な変更事項 次の事項に該当する場合には、必ず事前に総務課に連絡してください。 

① 翌年度への補助金の繰越し（基金分を除く）

交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、研究が予定期間内に完了しない 

見込みとなった場合、研究年度内に手続きを経て、文部科学省・日本学術振興会に認められれば 

研究期間の延長とともに、補助金の全部、又は、一部を翌年度に使用することが可能となり 

ます。ただし、いったん延長の手続きを行った場合、認められなければ、再交付されることはあ 

りません。 

② 研究費の前倒し使用（基金分）

科研費（基金分）は、研究の進捗状況に応じ柔軟な使用ができるため、日本学術振興会への手続 

きを経て、交付決定額の範囲で次年度以降に使用予定としていた研究費を前倒して使用すること

ができます。 

③ 研究期間の延長（基金分）

研究計画変更等に伴い補助事業期間の延長を希望する場合には、研究年度内に手続きを経て、 

日本学術振興会の承認を得ることで 1 年度に限り研究期間を延長することができます。 

④ 使用内訳の大幅な変更

各費目の額を、直接経費の総額の 50％（この額が 300 万円未満の場合は、300 万円まで）を

越えて変更する場合。

⑤ 研究代表者の交替・研究分担者の変更

手続きを経て、研究代表者の交替や、研究分担者の追加・交替・削除を行うことができます。



- 18 - 

⑥ 育児休業などによる研究の中断

育児休業などを取得する場合には、手続きを経て、研究の中断・再開が可能となります。

⑦ 研究者が所属研究機関を変更する場合の研究継続

研究代表者は、手続きを経て、科研費の対象となる研究機関に所属を変更することができます。

研究分担者は、研究代表者に連絡してください。

研究継続中の科研費で購入した物品・図書については、本学と移籍先の研究機関との間での手続

きを経て、移籍先の研究機関で引き続き使用することができます。

７. 研究実績・研究成果の報告

  「研究実績報告書」及び「研究成果報告書」は国立情報学研究所のＫＡＫＥＮデータベースを通じて

公開されます。 

7―１ 実績報告 

  年度が終了したときには、所定の様式により「実績報告」を行わなければなりません。 

７―２ 研究成果報告 

  研究期間が終了したときには、所定の様式により「研究成果報告書」を提出しなければなりません。 

※交付を受けた研究費を使い切れずに返還しても、その後の審査・採択等に不利益が生じることはあり

ません。

８. 各種問合せ先

☆ 公募申請・届出・報告ほか、ご相談窓口 （総務課 06-6692-7487）

☆ 直接経費および間接経費購入相談窓口 （教務課・短大事務室）

☆ 物品および備品の発注・納品・登録・受贈に関すること （庶務課・短大事務室）

☆ 図書資料の発注・納品・登録・受贈に関すること （図書館）

☆ 残高確認・支払日に関すること （経理課 06-6692-7456）

☆ 出張に関すること （人事課 06-6692-7397）
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